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【第１条関係】 
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青森市中世の館条例（平成十七年条例第百十四号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十三条 （略） 第一条～第十三条 （略） 

 

（指定管理者による管理） 

第十四条 中世の館の管理は、青森市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成十七年青森市条例第三十号）に

基づき委員会が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に、これを行わせるこ

とができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十四条 中世の館の管理は、青森市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成十七年青森市条例第三十号）に

基づき委員会が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に、これを行わせる。 

 

第十五条 （略） 第十五条 （略） 

 

 （利用料金） 

第十六条 第十四条の規定により指定管理者

に中世の館の管理を行わせることとした場

合は、中世の館を利用しようとする者は、

第七条第一項の規定にかかわらず、その利

用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を当該指定管理者に前納しなければならな

い。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、使用料等の額に〇・七

を乗じて得た額から当該使用料等の額に

一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、

指定管理者が市長の承認を得て定める額と

 

（新設） 
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改正後 改正前 

する。 

５ 特別の資料を展示した場合の観覧に係る

利用料金の額は、前項の規定にかかわらず、

指定管理者が市長の承認を得て定める額と

する。 

 

（利用料金の減免） 

第十七条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 

第十八条 （略） 

 

第十六条 （略） 

 （原状回復義務） 

第十九条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、委員会又は指定管理者においてこれを

代行し、その費用を使用者から委員会が徴

収する。 

 

 （原状回復義務） 

第十七条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき 

は、指定管理者においてこれを代行し、そ

の費用を使用者から委員会が徴収する。 

第二十条 （略） 

 

第十八条 （略） 

別表第一（第七条、第十六条関係） （略） 別表第一（第七条関係） （略） 

別表第二（第七条、第十六条関係） （略） 別表第二（第七条関係） （略） 

別表第三（第七条、第十六条関係） （略） 別表第三（第七条関係） （略） 

 



【第２条関係】 
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青森市文化会館条例（平成十七年条例第百五十一号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十二条 （略） 第一条～第十二条 （略） 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 会館の管理は、青森市公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（平成十七年青森市条例第三十号）に基づ

き教育委員会が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に、これを行わせるこ

とができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 会館の管理は、青森市公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（平成十七年青森市条例第三十号）に基づ

き教育委員会が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に、これを行わせる。 

第十四条 （略） 第十四条 （略） 

 

（利用料金） 

第十五条 第十三条の規定により指定管理者

に会館の管理を行わせることとした場合

は、会館を利用しようとする者は、第七条

第一項の規定にかかわらず、その利用に係

る料金（以下「利用料金」という。）を当

該指定管理者に前納しなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表に定める使用料の

額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料

の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内

の額で、指定管理者が市長の承認を得て定

（新設） 
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改正後 改正前 

める額とする。 

 

（利用料金の減免） 

第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 

第十七条 （略） 

 

第十五条 （略） 

（原状回復） 

第十八条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、教育委員会又は指定管理者においてこ

れを代行し、その費用を使用者から教育委

員会が徴収する。 

 

（原状回復） 

第十六条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、指定管理者においてこれを代行し、そ

の費用を使用者から教育委員会が徴収す

る。 

第十九条 （略） 

 

第十七条 （略） 

別表（第７条、第１５条関係） 別表（第７条関係） 

 



【第３条関係】 
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青森市文化交流ホール条例（平成十七年条例第百五十二号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十二条 （略） 第一条～第十二条 （略） 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 ホールの管理は、青森市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成十七年青森市条例第三十号）に基

づき教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせる

ことができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 ホールの管理は、青森市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成十七年青森市条例第三十号）に基

づき教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせる。 

第十四条 （略） 第十四条 （略） 

 

（利用料金） 

第十五条 第十三条の規定により指定管理者

にホールの管理を行わせることとした場合

は、ホールを利用しようとする者は、第七

条第一項の規定にかかわらず、その利用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者に前納しなければならな

い。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表に定める使用料の

額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料

の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内

の額で、指定管理者が市長の承認を得て定

（新設） 
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改正後 改正前 

める額とする。 

 

（利用料金の減免） 

第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 

第十七条 （略） 

 

第十五条 （略） 

（原状回復） 

第十八条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、教育委員会又は指定管理者においてこ

れを代行し、その費用を使用者から教育委

員会が徴収する。 

 

（原状回復） 

第十六条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、指定管理者においてこれを代行し、そ

の費用を使用者から教育委員会が徴収す

る。 

第十九条 （略） 

 

第十七条 （略） 

別表（第７条、第１５条関係） 別表（第７条関係） 

 



【第４条関係】 
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青森市合浦亭条例（平成十七年条例第百五十三号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十一条 （略） 

 

第一条～第十一条 （略） 

（指定管理者による管理） 

第十二条 合浦亭の管理は、青森市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成十七年青森市条例第三十号）に基

づき教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせる

ことができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十二条 合浦亭の管理は、青森市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成十七年青森市条例第三十号）に基

づき教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせる。 

第十三条 （略） 

 

第十三条 （略） 

（利用料金） 

第十四条 第十二条の規定により指定管理者

に合浦亭の管理を行わせることとした場合

は、合浦亭を利用しようとする者は、第七

条第一項の規定にかかわらず、その利用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者に前納しなければならな

い。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表に定める使用料の

額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料

の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内

の額で、指定管理者が市長の承認を得て定

（新設） 
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改正後 改正前 

める額とする。 

  

第十五条 （略） 

 

第十四条 （略） 

（原状回復） 

第十六条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、教育委員会又は指定管理者においてこ

れを代行し、その費用を使用者から教育委

員会が徴収する。 

 

（原状回復） 

第十五条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、指定管理者においてこれを代行し、そ

の費用を使用者から教育委員会が徴収す

る。 

 

第十七条 （略） 

 

第十六条 （略） 

 

別表（第７条、第１４条関係） 別表（第７条関係） 

 



【第５条関係】 
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青森市民美術展示館条例（平成十七年条例第百五十四号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十二条 （略） 

 

第一条～第十二条 （略） 

（指定管理者による管理） 

第十三条 展示館の管理は、青森市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成十七年青森市条例第三十号）に基

づき教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせる

ことができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 展示館の管理は、青森市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成十七年青森市条例第三十号）に基

づき教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせる。 

 

第十四条 （略） 

 

第十四条 （略） 

 （利用料金） 

第十五条 第十三条の規定により指定管理者

に展示館の管理を行わせることとした場合

は、展示館を利用しようとする者は、第七

条第一項の規定にかかわらず、その利用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者に前納しなければならな

い。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表に定める使用料の

額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料

の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内

の額で、指定管理者が市長の承認を得て定

（新設） 
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改正後 改正前 

める額とする。 

 

 

 

（利用料金の減免） 

第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 

 

第十七条 （略） 

 

第十五条 （略） 

 

（原状回復） 

第十八条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、教育委員会又は指定管理者においてこ

れを代行し、その費用を使用者から教育委

員会が徴収する。 

 

（原状回復） 

第十六条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、指定管理者においてこれを代行し、そ

の費用を使用者から教育委員会が徴収す

る。 

 

第十九条 （略） 

 

第十七条 （略） 

 

別表（第七条、第十五条関係） 別表（第七条関係） 

 



【第６条関係】 
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青森市体育施設条例（平成十七年条例第百五十五号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十二条 （略） 

 

第一条～第十二条 （略） 

（指定管理者による管理） 

第十三条 体育施設の管理は、青森市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成十七年青森市条例第三十号）に

基づき市長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に、これを行わせること

ができる。 

 

（指定管理者による管理） 

第十三条 体育施設の管理は、青森市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成十七年青森市条例第三十号）に

基づき市長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に、これを行わせる。 

第十四条 （略） 

 

第十四条 （略） 

 （利用料金） 

第十五条 第十三条の規定により指定管理者

に体育施設の管理を行わせることとした場

合は、体育施設を利用しようとする者は、

第七条第二項の規定にかかわらず、その利

用に係る料金（以下「利用料金」とい 

う。）を当該指定管理者に前納しなければ

ならない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表に定める使用料の

額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料

の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内

の額で、指定管理者が市長の承認を得て定

（新設） 
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改正後 改正前 

める額とする。 

 

 （利用料金の減免） 

第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 

第十七条 （略） 

 

第十五条 （略） 

（原状回復） 

第十八条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、市長又は指定管理者においてこれを代

行し、その費用を使用者から市長が徴収す

る。 

 

（原状回復） 

第十六条 （略） 

２ 使用者が前項の義務を履行しないとき

は、指定管理者においてこれを代行し、そ

の費用を使用者から市長が徴収する。 

第十九条 （略） 

 

第十七条 （略） 

別表（第７条、第１５条関係） （略） 別表（第７条関係） （略） 
 



【第７条関係】 
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青森市浪岡体育館条例（平成十七年条例第百五十六号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十三条 （略） 

 

第一条～第十三条 （略） 

（利用料金） 

第十四条 第十二条の規定により指定管理者

に体育館の管理を行わせることとした場合

は、体育館を利用しようとする者は、第七

条第二項の規定にかかわらず、その利用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者に前納しなければならな

い。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表に定める使用料の

額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料

の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内

の額で、指定管理者が市長の承認を得て定

める額とする。 

 

（新設） 

（利用料金の減免） 

第十五条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 

第十六条～第十八条 （略） 

 

第十四条～第十六条 （略） 

 

別表（第７条、第１４条関係） （略） 別表（第７条関係） （略） 



【第８条関係】 
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青森市農村環境整備共同利用センター条例（平成十七年条例第百六十八号） 

新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第十一条 （略） 第一条～第十一条 （略） 

 

（利用料金） 

第十二条 第十条の規定により指定管理者に

共同利用センター（北部地区農村環境改善

センターを除く。）の管理を行わせること

とした場合は、当該共同利用センターのう

ち別表に掲げる場所を利用しようとする者

は、第六条第一項の規定にかかわらず、そ

の利用に係る料金(以下「利用料金」とい

う。)を当該指定管理者に前納しなければな

らない。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

 

 

２～５ （略） 

（利用料金） 

第十二条 第十条の規定により指定管理者に

共同利用センターのうち南北後潟館、野木

ふるさと館及び牛館ふれあいセンターの管

理を行わせることとした場合は、南北後潟

館、野木ふるさと館及び牛館ふれあいセン

ターのうち別表に掲げる場所を利用しよう

とする者は、第六条第一項の規定にかかわ

らず、その利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を当該指定管理者に前納し

なければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでな

い。 

２～５ （略） 

 

第十三条～第十五条 （略） 

 

第十三条～第十五条 （略） 

別表（第６条、第１２条関係） （略） 別表（第６条、第１２条関係） （略） 

 



【第９条関係】 
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青森市観光レクリエーション振興施設条例（平成十七年条例第百八十三号） 

新旧対照表  

改正後 改正前 

第一条～第四条 （略） 第一条～第四条 （略） 

 

（利用の期間及び時間） 

第五条 観光レクリエーション振興施設の利

用の期間及び時間は、利用者の利便性及び

観光レクリエーション振興施設の運営の効

率性を考慮して、規則で定める。 

 

（利用又は使用の期間及び時間） 

第五条 観光レクリエーション振興施設の利

用又は使用の期間及び時間は、利用者の利

便性及び観光レクリエーション振興施設の

運営の効率性を考慮して、規則で定める。 

第六条 （略） 

 

第六条 （略） 

 

（利用の禁止及び制限） 

第七条 市長は、観光レクリエーション振興

施設の損壊その他の理由によりその利用が

危険であると認めるとき、又は観光レクリ

エーション振興施設に関する工事のため必

要があると認めるときは、区域を定めて観

光レクリエーション振興施設の利用を禁止

し、又は制限することができる。 

 

（利用又は使用の禁止及び制限） 

第七条 市長は、観光レクリエーション振興

施設の損壊その他の理由によりその利用若

しくは使用が危険であると認めるとき、又

は観光レクリエーション振興施設に関する

工事のため必要があると認めるときは、区

域を定めて観光レクリエーション振興施設

の利用若しくは使用を禁止し、又は制限す

ることができる。 

 

（利用の許可） 

第八条 観光レクリエーション振興施設のう

ち、次に掲げる施設を利用しようとする者

は、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。 

一・二 （略） 

２ （略） 

（利用又は使用の許可） 

第八条 観光レクリエーション振興施設のう

ち、次に掲げる施設を利用し、又は使用し

ようとする者は、あらかじめ市長の許可を

受けなければならない。 

一・二 （略） 

２ （略） 

 

（利用料金） 

第九条 第十五条の規定により観光レクリエ

ーション振興施設の管理を行うもの(以下

「指定管理者」という。)に当該施設の管理

（利用料金等） 

第九条 前条第一項の規定により同項第一号

に掲げる施設の利用の許可を受けた者及び

モヤヒルズのうち次に掲げる施設を利用し
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改正後 改正前 

を行わせることとした場合は、当該施設を

利用しようとする者（以下「利用者」とい

う。）は、その利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を前納しなければなら

ない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

２ 利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

 

 

３ モヤヒルズの利用料金の額は別表第一に

定める利用料金基準額に一・三を乗じて得

た額の範囲内の額で、ユーサ浅虫の利用料

金の額は別表第二に定める利用料金基準額

に〇・七を乗じて得た額から当該利用料金

基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲

内の額で指定管理者が市長の承認を得て、

それぞれ定める額とする。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

４ 第二項の規定により指定管理者に収受さ

せた利用料金は還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

 

 

ようとする者（以下「利用者」と総称する。）

は、その利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を前納しなければならない。た

だし、市長が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 

  

一 管理棟の温水プール（サウナを含む。） 

二 索道 

三 ヒルズサンダー 

２ 利用料金は、第十五条の規定により観光

レクリエーション振興施設の管理を行うも

の(以下「指定管理者」という。)にその収

入として収受させる。 

３ 利用料金の額は、別表第一に定める利用

料金基準額に一・三を乗じて得た額の範囲

内の額で、指定管理者が市長の承認を得て

定める額とする。 

 

 

 

 

４ 前条第一項の規定により同項第二号に掲

げる施設の使用の許可を受けた者及びユー

サ浅虫の浴場施設を使用しようとする者

(以下「使用者」という。)は、別表第二に

定める使用料を前納しなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

５ 第二項の規定により指定管理者に収受さ

せた利用料金又は前項の規定により納付し

た使用料は還付しない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、当該利用

料金又は使用料の全部又は一部を還付する

ことができる。 
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改正後 改正前 

（利用料金の減免） 

第十条 （略） 

（削除） 

（利用料金等の減免） 

第十条 （略） 

２ 市長は、特別の理由があると認めるとき

は、前条第四項に規定する使用料を減免す

ることができる。 

 

（監督処分） 

第十一条 （略） 

一～三 （略） 

四 集団的又は常習的に暴力的不法行為を

行うおそれがある組織の利益になると認

められる行為のため観光レクリエーショ

ン振興施設を利用する者 

五 （略） 

２ 前項の場合において、利用者に損害（こ

の条例の規定による許可を拒まれたことに

よるものを含む。）があっても、市長はそ

の責めを負わない。 

 

（監督処分） 

第十一条 （略） 

一～三 （略） 

四 集団的又は常習的に暴力的不法行為を

行うおそれがある組織の利益になると認

められる行為のため観光レクリエーショ

ン振興施設を利用又は使用する者 

五 （略） 

２ 前項の場合において、利用者又は使用者

に損害（この条例の規定による許可を拒ま

れたことによるものを含む。）があっても、

市長はその責めを負わない。 

（割増料金の徴収） 

第十二条 モヤヒルズを利用しようとする者

が、前条第一項第三号の規定に該当するこ

とを理由として、当該施設の利用の許可の

取消しを受けたときは、利用料金のほか、

当該利用料金と同額の金額を割増料金とし

て徴収する。 

 

（割増料金の徴収） 

第十二条 利用者が、前条第一項第三号の規

定に該当することを理由として、観光レク

リエーション振興施設の利用の許可の取消

しを受けたときは、利用料金のほか、当該

利用料金と同額の金額を割増料金として徴

収する。 

 

（特殊物件の搬入等） 

第十三条 利用者は、観光レクリエーション

振興施設の利用に当たって特別の施設若し

くは設備を設け、又は特殊物件を搬入しよ

うとするときは、あらかじめ市長の許可を

受けなければならない。 

 

（特殊物件の搬入等） 

第十三条 利用者又は使用者は、観光レクリ

エーション振興施設の利用又は使用に当た

って特別の施設若しくは設備を設け、又は

特殊物件を搬入しようとするときは、あら

かじめ市長の許可を受けなければならな

い。 
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改正後 改正前 

（権利譲渡等の禁止） 

第十四条 利用者は、その権利を他に譲渡し、

または転貸してはならない。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第十四条 利用者又は使用者は、その権利を

他に譲渡し、または転貸してはならない。 

 

（指定管理者による管理） 

第十五条 観光レクリエーション振興施設の

管理は、青森市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例（平成十七年青

森市条例第三十号）に基づき市長が指定す

るものに、これを行わせることができる。 

（指定管理者による管理） 

第十五条 観光レクリエーション振興施設の

管理は、青森市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例（平成十七年青

森市条例第三十号）に基づき市長が指定す

るものに、これを行わせる。 

 

（指定管理者が行う管理の業務） 

第十六条 （略） 

一 （略） 

二 第七条の規定により区域を定めて観光

レクリエーション施設の利用を禁止し、

又は制限すること。 

三 利用の許可を行うこと。 

四 利用の許可に条件を付すること。 

 

五～七 （略） 

 

（指定管理者が行う管理の業務） 

第十六条 （略） 

一 （略） 

二 第七条の規定により区域を定めて観光

レクリエーション施設の利用若しくは使

用を禁止し、又は制限すること。 

三 利用又は使用の許可を行うこと。 

四 利用又は使用の許可に条件を付するこ

と。 

五～七 （略） 

 

（損害賠償） 

第十七条 利用者は、その利用により観光レ

クリエーション振興施設の施設若しくは物

品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、

その損害を賠償しなければならない。ただ

し、市長が特にやむを得ないと認めるとき

は、この限りでない。 

 

（損害賠償） 

第十七条 利用者又は使用者は、その利用又

は使用により観光レクリエーション振興施

設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、

又は紛失したときは、その損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長が特にやむ

を得ないと認めるときは、この限りでない。 

 

（原状回復） 

第十八条 利用者は、観光レクリエーション

振興施設の利用を終了したとき、又は利用

の許可を取り消されたとき、若しくは利用

を停止されたときは、速やかにその利用に

（原状回復） 

第十八条 利用者又は使用者は、観光レクリ

エーション振興施設の利用若しくは使用を

終了したとき、又は利用若しくは使用の許

可を取り消されたとき、若しくは利用若し
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改正後 改正前 

係る施設又は物品を原状に復さなければな

らない。 

 

２ 利用者が前項の義務を履行しないとき

は、指定管理者においてこれを代行し、利

用者からその費用を市長が徴収する。 

 

くは使用を停止されたときは、速やかにそ

の利用又は使用に係る施設又は物品を原状

に復さなければならない。 

２ 利用者又は使用者が前項の義務を履行し

ないときは、指定管理者においてこれを代

行し、利用者又は使用者からその費用を市

長が徴収する。 

 

 （準用） 

第十九条 第九条第一項及び第四項、第十条、

第十八条第二項並びに別表第一及び別表第

二の規定は、市長が観光レクリエーション

振興施設の管理を行うこととした場合に、

これを準用する。この場合において、第九

条第一項中「第十五条の規定により観光レ

クリエーション振興施設の管理を行うもの

(以下「指定管理者」という。)に当該施設

の管理を行わせることとした場合は、当該

施設」とあるのは「観光レクリエーション

振興施設」と、「その利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）」とあるのは「別

表第一及び別表第二に定める使用料」と、

同条第四項中「第二項の規定により指定管

理者に収受させた利用料金」とあるのは「第

一項の規定により納付された使用料」と、

「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」

と、第十条中「指定管理者は、市長が」と

あるのは「市長は、」と、「利用料金」と

あるのは「使用料」と、第十八条第二項中

「指定管理者」とあるのは「市長」と、別

表第一利用料金基準額の欄中「利用料金基

準額」とあるのは「使用料」と、同表備考

第一項から第三項までの規定中「利用料金」

とあるのは「使用料」と、同表備考第四項

中「利用料金は、利用料金基準額」とある

（新規） 
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改正後 改正前 

のは「使用料は、規定使用料」と、同表備

考第五項中「指定管理者が市長の承認を得

て」とあるのは「市長が」と、別表第二利

用料金基準額の欄中「利用料金基準額」と

あるのは「使用料」と、同表備考第一項及

び第二項中「利用料金」とあるのは「使用

料」と読み替えるものとする。 

 

第二十条 （略） 第十九条 （略） 

 

別表第一 （略） 

 

別表第一 （略） 

別表第二（第九条関係） 

区分 利用料金基

準額 

会議室 一時間に

つき 

全部利用

(一八四m2) 

一、三一〇円 

一部利用

(一三三m2) 

九五〇円 

一部利用

(五一m2) 

三七〇円 

浴場施設 一人一回

の利用に

つき 

一般 三六〇円 

小学生 一六〇円 

幼児 七〇円 

（略） （略） （略） （略） 

備考 

１ 一時間を単位として利用料金が定め

られているもの利用時間に一時間未満

の端数があるときは、これを一時間と

みなす。 

２ 一平方メートルを単位として利用料

金が定められているものの利用面積に

一平方メートル未満の端数があるとき

は、これを一平方メートルとみなす。 

３～５ （略） 

別表第二（第九条関係）  

区分 使用料 

会議室 一時間に

つき 

全部使用

(一八四m2) 

一、三一〇円 

一部使用

(一三三m2) 

九五〇円 

一部使用

(五一m2) 

三七〇円 

浴場施設 一人一回

の使用に

つき 

一般 三六〇円 

小学生 一六〇円 

幼児 七〇円 

（略） （略） （略） （略） 

 

備考 

１ 一時間を単位として使用料が定めら

れているものの使用時間に一時間未満

の端数があるときは、これを一時間と

みなす。 

２ 一平方メートルを単位として使用料

が定められているものの使用面積に一

平方メートル未満の端数があるとき

は、これを一平方メートルとみなす。 

３～５ （略） 



【第１０条関係】 
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青森市都市公園条例（平成十七年条例第百八十八号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条～第二十八条 （略） 

 

第一条～第二十八条 （略） 

 （利用料金） 

第二十九条 第二十七条の規定により指定管

理者に第七条第一項第一号から第八号まで

に掲げる有料公園施設の管理を行わせるこ

ととした場合は、当該有料公園施設を利用

しようとする者は、第十九条の規定にかか

わらず、その利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を当該指定管理者に前納

しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納入され

た利用料金は、指定管理者にその収入とし

て収受させる。 

３ 前項の規定により指定管理者に収受させ

た利用料金は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、当該

利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

４ 利用料金の額は、別表三から別表六まで

に掲げる使用料の額に〇・七を乗じて得た

額から当該使用料の額に一・三を乗じて得

た額までの範囲内の額で、指定管理者が市

長の承認を得て定める額とする。 

 

（新設） 

 （利用料金の減免） 

第三十条 指定管理者は、市長が特別の理由

があると認めるときは、前条第一項に規定

する利用料金を減免することができる。 

 

（新設） 
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（委任） 

第三十一条 この条例の施行について必要な

事項は、市長が別に定める。 

  

 （委任） 

第二十九条 この条例の施行について必要な

事項は、市長が別に定める。 

別表一・別表二 （略） 別表一・別表二 （略） 

別表三（第十九条、第二十九条関係）（略） 別表三（第十九条関係）（略） 

別表四（第十九条、第二十九条関係）（略） 別表四（第十九条関係）（略） 

別表五（第十九条、第二十九条関係）（略） 別表五（第十九条関係）（略） 

別表六（第十九条、第二十九条関係）（略） 別表六（第十九条関係）（略） 

別表第六の二・別表七 （略） 別表第六の二・別表七 （略） 

 



【第１１条関係】 

23 

青森市駐車場条例（平成十七年条例第百九十一号）新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第一条～第三十三条の二 （略） 第一条～第三十三条の二 （略） 

 

(利用料金等) 

第三十三条の三 第三十三条の規定により指

定管理者に駐車場の管理を行わせることと

した場合は、利用料金（第四条の料金及び

第八条の規定による割増金（以下これらを

「路上駐車場利用料金」という。)又は第十

八条の料金及び第二十一条において読み替

えて準用する第八条の規定による割増金

（青森市文化会館地下駐車場及び青森市民

ホール駐車場に係るものに限る。以下これ

らを「路外駐車場利用料金」という。）を

いう。）は、駐車場を管理する指定管理者

に、それぞれその収入として収受させる。 

２ 路上駐車場利用料金（第八条の規定によ

る割増金を除く。）の額は第四条に定める

料金の額の範囲内において、路外駐車場利

用料金（第二十一条において読み替えて準

用する第八条の規定による割増金を除く。）

の額は第十八条の表に定める料金の額に

〇・七を乗じて得た額から当該料金の額に

一・三を乗じて得た額までの範囲内におい

て指定管理者が市長の承認を得て、それぞ

れ定める額とする。 

３ 第五条から第九条までの規定は、第一項

の規定により路上駐車場利用料金を指定管

理者に収受させる場合に、これを準用する。

この場合において、第五条から第七条の二

まで及び第九条中「料金」とあるのは「路

上駐車場利用料金」と、第八条中「第四条

の規定による料金」とあるのは「第三十三

(利用料金等) 

第三十三条の三 第四条の料金及び第八条の

規定による割増金(以下「利用料金」とい

う。)は、路上駐車場を管理する指定管理者

にその収入として収受させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用料金(第八条の規定による割増金を

除く。)の額は、第四条に定める料金の額の

範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定める額とする。 

 

 

 

 

 

 

３ 第五条から第九条までの規定は、第一項

の規定により利用料金を指定管理者に収受

させる場合に、これを準用する。この場合

において、第五条から第七条の二まで及び

第九条中「料金」とあるのは「利用料金」

と、第八条中「第四条の規定による料金」

とあるのは「第三十三条の三第二項の規定
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改正後 改正前 

条の三第二項の規定による路上駐車場利用

料金」と読み替えるものとする。 

４ 第二十条及び第二十一条（第十条から第

十四条までの規定の準用に係る部分を除

く。）の規定は、第一項の規定により路外

駐車場利用料金を指定管理者に収受させる

場合に、これを準用する。この場合におい

て、第二十条中「市長は、公益上」とある

のは「指定管理者は、市長が特別」と、「料

金」とあるのは「路外駐車場利用料金」と、

第二十一条において読み替えて準用する第

五条及び第六条第三項並びに第二十一条に

おいて準用する第七条の二及び第九条中

「料金」とあるのは「路外駐車場利用料金」

と、第二十一条において読み替えて準用す

る第八条中「第十九条の規定による料金」

とあるのは「第三十三条の三第二項の規定

による路外駐車場利用料金」と読み替える

ものとする。 

 

による利用料金」と読み替えるものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十四条～第三十七条 （略） 

 

第三十四条～第三十七条 （略） 

別図 （略） 別図 （略） 

 


